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第３４１回通常会議 ２０１６年度一般会計補正予算等反対討論 ２０１７年３月１０日

日本共産党栃木県議団 野村せつ子

日本共産党栃木県議団を代表して 「第４４号議案２０１６年度一般会計補正予算 「第、 」

４９号議案２０１６年度工業用水道事業会計補正予算」への反対討論を行います。

まず一般会計補正予算ですが、４０９億円余の大幅な減額補正です。歳入では、県税が

１００億円、消費税清算金が１０１億円も減額されました。消費の落ち込みは、賃上げが

一部に止まったことや年金削減などで収入が伸びず、食料品の高騰、社会保障の負担増な

どにより、家計が圧迫されたことなどが要因と考えられます。

総務省の「家計調査」によれば、２人以上世帯の実質家計消費支出は、２０１５年９月

から１６年１２月までの１６か月間、連続して「対前年度比マイナス」を続けているとの

ことです。 ９月と１２月の補正予算において、国の経済対策を頼みに、あわせて２８４

億円の大幅増額を行いましたが、県内経済を上向きにすることはできませんでした。

このことは、安倍政権の経済対策は真の経済対策とはほど遠く、地方を活性化させる効

果がなかったこと、県独自にも家計や地域経済を暖める事業・施策が不十分だったことを

裏付けているのではないでしょうか。

、 、 、歳出においては ほとんどの部局で不用額が削減されましたが とくに民生費の減額は

介護保険推進費や、介護基盤整備事業費などの削減幅が前年より大きく、高齢者福祉に対

する県民の切実な要求や、高齢者人口の伸びを考慮した拡充が求められる中で、予算を十

分活用できなかったのは問題です。以上の理由から、２０１６年度予算の締めくくりとな

る本議案を、可とすることはできません。

つぎに第４９号議案「工業用水道事業会計補正予算」について述べます。補正額１，９

８３万円余を一般会計から繰り入れ、これによって２０１６年度の他会計負担額は７，７

６０万円になります。なぜこのように一般会計からの繰り入れがなければ成り立たない事

業なのかを、あらためて確認する必要があります。

工業用水事業は川治ダムを水源に、１９８２年営業が開始されました。当時の営業水量

は毎秒１．８３立方㍍でしたが、深刻な赤字であったため、１９８６年策定の「経営健全

化計画」で毎秒１立方㍍は「将来の水需要に対応するため」一般会計で保有することとさ

れました。しかし現在の営業水量０．８３立方㍍のうち、実際の供給水量は配水能力の２

割程度しかなく、営業水量の３分の２は買い手がない状況です 「将来のための保有」も含。

め、この０．８３立方㍍で十分、間に合うのではないでしょうか。

毎秒１立方㍍の水は、毎年数千万円の血税とともに鬼怒川に流されています。ダム開発

における過大な水需要見積もりが、長年にわたってムダと負担を強いる結果になっている

のです。

一般会計保有分の活用について、２０１１～１５年度の「企業局経営計画」には「引き

」 、 。続き知事部局と連携し検討 すると記載されていますが 検討した形跡はうかがえません

それどころか２０１６～２０年度の「企業局経営戦略」では、その記述も含め、開業当時

からの経過を示す記述は削除されました。一般会計による保有水の有効活用の検討をあい

まいにすることは許されません。徹底追及することを求めます。

なお、経済企業常任委員会の審議において、過去の決定をいつまでも反対するのはいか

がなものかとのご意見がありましたが、過去のツケがいまも財政負担を生んでいるのです

から、これを可とすることはできません。この問題は、今後のダム計画の教訓として生か

すべきであることも申し添え、反対討論といたします。


